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《
研
究
ノ
ー
ト
》

所
有
の
観
念
に
お
け
る
労
働
と
合
意

一
　
は
じ
め
に

桜
井
　
　
徹

　
か
つ
て
R
・
シ
ュ
ラ
ッ
タ
ー
は
、
『
私
有
財
産
』
の
冒
頭
で
次
の
よ
う

に
述
べ
た
。

　
　
「
も
し
正
義
が
各
人
に
彼
の
も
の
を
与
え
る
こ
と
に
あ
る
な
ら
ぱ
、

　
も
し
各
人
の
持
分
の
決
定
が
政
治
的
賢
慮
の
主
た
る
目
的
で
あ
る
な
ら

　
ぱ
、
政
治
学
者
は
所
有
の
諸
原
理
を
明
ら
か
に
せ
ね
ぱ
な
ら
な
い
。
あ

　
る
も
の
を
白
分
の
も
の
と
呼
ぷ
た
め
に
、
人
は
い
か
な
る
理
由
を
与
え

　
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
い
か
に
し
て
我
々
は
、
所
有
権
の
妥
当
な
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
張
を
、
不
正
な
そ
れ
か
ら
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
」

　
現
代
に
お
け
る
正
義
論
も
ま
た
、
そ
の
主
た
る
任
務
と
し
て
所
有
・
財

産
の
あ
る
ぺ
き
帰
属
と
分
配
を
追
求
す
る
の
で
あ
る
限
り
、
所
有
と
い
う

観
念
を
い
か
に
把
握
す
る
か
、
す
な
わ
ち
私
的
所
有
の
道
徳
的
根
拠
を
何
．

に
求
め
る
か
と
い
う
課
題
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
シ

ユ
ラ
ソ
タ
ー
の
恩
想
史
的
考
察
を
検
討
す
る
と
き
、
政
治
的
・
経
済
的
な

主
張
の
衝
突
の
背
後
に
は
、
し
ぱ
し
ぱ
論
者
の
所
有
観
念
の
齪
鯖
を
見
て

敢
る
こ
と
が
で
き
る
。
現
代
の
正
義
論
に
お
い
て
も
ま
た
、
”
所
有
〃
観
の

明
白
な
相
違
が
存
在
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ノ
ー
ジ
ヅ
ク
や
ゴ
テ
ィ
エ

は
、
ニ
ュ
ァ
ン
ス
の
差
こ
そ
あ
れ
結
局
、
個
人
が
も
た
ら
す
生
産
的
労
働

に
、
私
的
所
有
権
の
道
徳
的
根
拠
を
置
い
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
他
方

J
．
ブ
キ
ャ
ナ
ン
は
、
財
の
分
配
が
所
有
権
と
し
て
成
立
す
る
に
は
、
人

間
相
互
間
で
の
”
合
意
・
が
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
い
る
。

（
本
稿
で
は
差
し
当
た
り
、
前
者
の
所
有
観
念
を
シ
旦
ラ
ツ
タ
ー
に
倣
い

「
労
働
所
有
論
艘
価
一
き
O
彗
亭
O
O
｛
O
申
召
O
で
睾
｛
」
と
、
後
者
を
「
合

意
に
よ
る
所
有
」
理
論
と
呼
ぷ
こ
と
に
す
る
。
）
か
か
る
所
有
観
の
二
類

型
は
、
シ
ュ
ラ
ツ
タ
i
に
従
え
ぱ
既
に
古
典
古
代
か
ら
見
出
す
こ
と
が
で

き
る
が
、
そ
の
対
比
が
最
も
鮮
や
か
に
現
わ
れ
た
の
が
一
七
世
紀
後
半
の

自
然
法
論
に
お
い
て
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
「
労
働
所
有
諭
」
の
主
唱

者
は
言
う
ま
で
も
な
く
ロ
ヅ
ク
で
あ
り
、
他
方
「
合
意
に
よ
る
所
有
」
理

論
を
堅
持
し
た
の
は
、
グ
回
テ
ィ
ウ
ス
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
、
ヒ
旦
ー

ム
と
い
う
人
々
で
あ
っ
た
。

　
本
稿
は
、
現
代
正
義
論
に
見
ら
れ
る
所
有
観
念
の
対
立
を
概
観
し
（
第

二
節
）
、
そ
れ
ら
を
一
七
世
紀
の
自
然
法
論
の
伝
統
に
ま
τ
遡
り
、
そ
の

理
論
的
淵
源
を
確
認
す
る
と
と
も
に
（
第
三
節
）
、
か
か
る
二
つ
の
所
有

観
念
の
規
範
的
含
意
を
展
開
・
比
較
す
る
（
第
四
節
）
こ
と
を
課
題
と
す

る
。
紙
幅
の
関
係
上
、
そ
の
い
ず
れ
も
素
描
に
留
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

詳
細
な
検
討
は
他
日
に
期
し
た
い
と
思
う
。
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一
一
現
代
正
義
論
と
所
有
の
観
念

　
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ノ
ー
ジ
ヅ
ク
の
権
原
理
論
（
畠
…
o
、

目
竃
市
亭
8
｛
）
は
、
正
当
な
原
始
取
得
な
い
し
移
転
を
経
て
獲
得
さ
れ

た
保
有
物
（
ぎ
曇
嘉
m
）
は
正
当
に
、
保
有
者
の
排
他
的
な
”
権
原
・
に
属

す
る
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
各
人
の
財
産
権
に
介
入
し
よ
う
と
す
る
、
国

家
に
よ
る
あ
ら
ゆ
る
再
分
配
政
策
は
か
か
る
権
原
の
侵
害
に
他
な
ら
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

と
い
う
彼
の
政
治
哲
学
を
支
え
て
い
る
（
O
｛
■
怜
ω
‘
9
・
N
、
）
。
福
祉
国

家
的
再
分
配
は
、
「
私
的
所
有
権
」
と
密
接
に
関
わ
る
「
個
人
の
自
由
」

を
侵
す
も
の
と
し
て
、
彼
の
リ
バ
ー
タ
リ
ァ
ニ
ズ
ム
に
よ
り
排
除
さ
れ
る

　
　
（
ヨ
）

の
で
あ
る
。

　
ロ
ヅ
ク
の
所
有
理
論
に
対
す
る
ノ
ー
ジ
ッ
ク
の
態
度
は
唆
昧
で
あ
る
。

彼
は
ロ
ッ
ク
の
所
有
起
源
論
を
論
駁
し
て
い
る
の
だ
と
す
る
論
者
さ
え
い

＾
4
）る

。
確
か
に
ノ
ー
ジ
ヅ
ク
は
、
ロ
ッ
ク
の
労
働
所
有
論
の
論
理
的
困
難
を

次
の
よ
う
に
鋭
く
指
摘
す
る
。

　
　
「
あ
る
物
に
自
己
の
労
働
を
混
入
す
る
と
、
な
ぜ
そ
の
物
の
所
有
者

　
に
な
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
：
・
恐
ら
く
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
考
え
に
基
づ

　
く
の
で
あ
ろ
う
。
あ
る
物
に
対
す
る
労
働
は
そ
れ
を
改
善
し
、
そ
れ
を

　
よ
り
価
値
あ
る
も
の
に
す
る
。
あ
る
物
の
価
値
を
創
造
し
た
人
が
、
そ

　
れ
を
所
有
す
る
権
原
を
も
つ
。
－
〔
し
か
し
〕
な
ぜ
彼
の
権
原
は
、
彼

　
の
労
働
が
産
出
し
た
付
加
価
値
の
み
な
ら
ず
、
対
象
全
体
に
ま
で
及
ぶ

　
の
か
。
」
（
＞
ω
d
一
H
N
阜
1
N
山
1
）

　
周
知
の
よ
う
に
ロ
ッ
ク
は
、
『
統
治
論
』
第
二
編
第
五
章
に
お
い
て
、

神
が
人
類
に
共
有
物
と
し
て
与
え
た
土
地
や
そ
の
果
実
等
は
、
人
間
が
自

ら
の
所
有
物
で
あ
る
労
働
を
混
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
彼
の
所
有
物
に
な

る
と
し
て
い
た
。
ノ
ー
ジ
ヅ
ク
の
疑
問
は
ま
さ
に
、
労
働
と
い
う
事
実
と
、

所
有
と
い
う
規
範
的
観
念
と
を
架
橋
す
る
の
は
何
か
と
い
う
、
本
稿
の
視

点
か
ら
も
重
要
で
あ
る
論
点
に
関
わ
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
労
働
所
有
論
に
対
す
る
ノ
ー
ジ
ヅ
ク
の
否
定
的
態
度

は
、
さ
ほ
ど
一
貫
し
た
も
の
で
は
な
い
。
あ
る
箇
所
で
彼
は
「
何
か
を
作

一
者
は
、
そ
の
過
程
で
用
い
ら
れ
た
他
の
全
て
の
資
源
を
購
入
な
い
し

契
約
し
た
の
で
あ
れ
ぱ
、
そ
の
物
へ
の
権
原
を
も
つ
」
（
＞
ω
d
二
豊
）
と

言
い
、
あ
る
い
は
、
「
社
会
的
非
協
力
的
状
況
に
お
い
て
は
、
各
個
人
は
、

誰
か
ら
も
助
け
ら
れ
る
こ
と
な
く
自
己
の
尽
カ
（
亀
o
6
に
よ
り
獲
得

u
刈
も
の
を
受
け
取
る
に
価
す
る
」
（
＞
ω
P
冨
仰
9
。
。
軍
傍
線
は
筆
者
）

と
述
べ
て
い
る
。

　
確
か
に
ノ
ー
ジ
ッ
ク
ぱ
、
ロ
ソ
ク
の
所
有
起
源
論
に
同
意
す
る
こ
と
を

注
意
深
く
避
け
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
が
権
原
の
起
源
を
語
る
に

際
し
て
「
労
働
」
や
「
生
産
」
（
9
＞
ω
P
冨
ご
と
い
う
よ
う
な
伝
統

的
観
念
へ
と
立
戻
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
は
、
彼
の
権
原
理
論
も
ま

た
、
ロ
ッ
ク
に
発
す
る
労
働
所
有
論
の
枠
内
に
位
置
す
る
こ
と
を
示
唆
す

　
　
　
　
（
5
）

る
も
の
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
の
労
働
所
有
論
と
ノ
ー
ジ
ッ
ク
の
権
原
理
論
の

顕
著
な
共
通
点
の
一
つ
は
、
そ
の
個
人
主
義
的
性
椿
で
あ
ろ
う
。
マ
ク
フ

ァ
ー
ス
ン
以
来
の
ロ
ッ
ク
解
釈
に
あ
っ
て
は
、
ロ
ッ
ク
の
所
有
理
論
は
、

私
有
財
産
の
根
拠
を
個
人
が
彼
の
身
体
お
よ
び
労
働
に
対
し
て
有
す
る
排

他
的
権
利
に
求
め
、
か
つ
、
所
有
権
の
成
立
に
お
い
て
は
他
者
の
合
意
は

必
要
で
な
い
と
認
め
た
点
に
お
い
て
す
ぐ
れ
て
個
人
主
義
的
で
あ
る
と
み

　
　
　
　
（
6
）

な
さ
れ
て
い
る
。
ノ
ー
ジ
ッ
ク
に
お
い
て
も
ま
た
、
（
あ
る
人
間
の
行
動
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を
規
定
す
る
の
は
他
者
の
「
横
か
ら
の
制
約
岨
5
0
8
冨
耳
巴
津
ω
」
で
あ

る
と
い
う
立
場
（
監
⊂
し
o
・
）
を
と
り
な
が
ら
も
）
権
原
の
取
得
に
際
し

て
、
他
者
は
そ
の
権
原
に
制
約
さ
れ
る
存
在
で
こ
そ
あ
れ
、
そ
の
椀
原
の

生
成
に
は
関
与
し
な
い
よ
う
に
み
え
る
（
O
｛
。
＞
ω
ξ
－
o
。
ε
。
す
な
わ
ち

彼
ら
に
お
い
て
は
、
所
有
の
主
体
た
る
個
人
と
、
そ
の
客
体
た
る
物
と
の

内
在
的
な
関
係
こ
そ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
こ
の

よ
う
な
両
者
の
共
通
性
の
故
に
、
ロ
ッ
ク
に
お
い
て
も
ま
た
ノ
ー
ジ
ヅ
ク

に
お
い
て
も
私
的
所
有
権
は
「
自
然
権
」
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
、
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

い
う
理
解
が
生
れ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
か
か
る
個
人
主
義
的
財
産
権
把
握
は
、
最
近
で
は
ゴ
テ
ィ
エ
に
よ
っ
て

受
け
継
が
れ
て
い
る
。
彼
は
、
ノ
ー
ジ
ッ
ク
よ
り
明
確
に
ロ
ヅ
ク
の
所
有

起
源
論
に
依
拠
し
、
各
人
が
市
場
へ
と
持
込
む
こ
と
の
で
き
る
個
人
的
資

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
畠
）

産
と
は
、
各
個
人
が
自
然
状
態
に
お
い
て
「
ロ
ヅ
ク
的
但
書
」
に
従
い
つ

つ
獲
得
し
た
財
で
あ
り
、
こ
れ
が
市
場
に
お
け
る
初
期
交
渉
位
置
た
る
排

他
的
所
有
権
を
構
成
す
る
と
言
う
（
峯
戸
g
・
N
・
）
。
彼
は
自
ら
の
権
利

論
の
特
徴
を
、
ブ
キ
ャ
ナ
ン
の
議
論
と
対
照
し
つ
つ
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　
「
プ
キ
ャ
ナ
ン
は
、
初
期
交
渉
位
置
は
、
い
か
な
る
合
意
も
結
ぱ
れ

　
て
い
な
い
な
ら
ぱ
権
利
の
構
造
と
し
て
は
区
分
さ
れ
得
な
い
と
主
張
す

　
る
。
し
か
し
、
私
は
、
権
利
と
は
合
意
の
対
象
で
は
な
く
、
む
し
ろ
合

　
意
の
基
礎
を
も
た
ら
す
も
の
と
考
え
て
い
る
。
」
（
旨
＞
し
8
一
目
二
・
）

　
ゴ
テ
ィ
エ
に
よ
れ
ぱ
、
所
有
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
市
場
や
協
カ
に

お
け
る
「
合
意
」
の
出
発
点
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
決
し
て
合
意
の
所
産

で
は
な
い
。
こ
の
ゴ
テ
ィ
エ
も
ノ
ー
ジ
ッ
ク
と
同
じ
よ
う
に
、
市
場
（
ゴ

テ
ィ
エ
の
ぱ
あ
い
、
加
え
て
ミ
ニ
マ
ッ
ク
ス
相
対
的
譲
歩
と
い
う
臥
鞠
に

従
っ
た
協
カ
8
o
鶉
鼻
巨
昌
）
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
か
ら
生
じ
た
結
果
こ
そ

が
正
義
に
適
っ
て
い
る
と
し
て
、
か
か
る
結
果
を
福
祉
国
家
的
再
分
配
に

服
せ
し
め
る
こ
と
に
反
対
す
る
（
O
け
峯
戸
9
蜆
。
♪
伽
。
）
。

　
こ
の
よ
う
な
ノ
ー
ジ
ヅ
ク
や
ゴ
テ
ィ
ェ
に
対
し
、
プ
キ
ャ
ナ
ン
は
、
自

然
状
態
に
お
け
る
紛
争
の
結
果
と
し
て
達
成
さ
れ
た
財
の
「
自
然
分
配
」

が
各
人
に
帰
属
す
る
財
産
権
と
し
て
規
定
さ
れ
る
に
は
、
互
い
の
分
配
の

尊
重
を
合
む
、
当
事
者
相
互
の
「
合
意
」
が
不
可
欠
で
あ
る
と
す
る
。
彼
に

よ
れ
ぱ
、
か
か
る
「
合
意
」
が
、
立
憲
契
約
（
8
暮
葦
書
昌
巴
8
鼻
量
O
甘
）

と
し
て
、
議
個
人
の
所
有
権
を
定
め
、
相
互
の
行
動
の
自
由
を
制
約
し
、

そ
の
縞
果
あ
る
種
の
”
法
。
を
生
ぜ
し
め
る
（
■
r
g
．
N
．
）
。
し
た
が
っ

て
市
場
と
は
、
こ
の
よ
う
な
包
括
的
な
「
合
意
」
を
前
提
と
し
て
初
め
て

可
能
と
な
る
高
度
に
適
徳
的
な
枠
組
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
　
「
相
互
依
存
の
ネ
ヅ
ト
ワ
ー
ク
の
中
で
互
い
に
関
係
す
る
自
由
な
諸

　
個
人
の
社
会
に
と
ウ
て
不
可
欠
な
出
発
点
と
は
、
交
渉
に
入
る
人
間
を

　
実
際
に
規
定
す
る
、
あ
る
権
利
構
造
へ
の
含
意
で
あ
る
。
」
（
■
F
ド

　
訳
四
二
頁
。
o
「
句
O
ρ
o
．
N
・
）

　
こ
の
点
、
完
全
競
争
市
場
を
「
道
徳
か
ら
自
由
な
領
域
昌
o
量
ξ
ぎ
何

。
o
昌
」
と
し
て
把
握
し
、
か
か
る
自
由
市
場
が
外
部
性
の
存
在
に
よ
り
失

厳
す
る
と
き
に
初
め
て
、
合
理
的
諸
個
人
が
「
合
意
」
に
よ
り
効
用
最
犬

化
行
動
を
制
約
し
、
道
徳
を
生
ぜ
し
め
る
と
す
る
ゴ
テ
ィ
エ
と
極
め
て
対

照
的
で
あ
る
（
Q
■
室
＞
一
〇
－
一
．
阜
、
）
o

　
こ
の
よ
う
な
、
個
人
主
義
的
労
働
所
有
諭
と
「
含
意
に
よ
る
所
有
」
理

論
の
対
蹴
性
は
、
個
人
な
ら
ぴ
に
個
人
権
の
隈
定
・
劃
定
（
o
争
き
昌
）

と
い
う
問
題
を
め
ぐ
っ
て
も
明
ら
か
に
な
る
。
ブ
キ
ャ
ナ
ン
に
よ
れ
ぱ
、
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伝
統
的
に
経
済
挙
者
は
、
市
場
に
お
け
る
”
個
人
・
を
、
選
択
し
た
り
、

法
的
権
原
や
権
利
に
関
し
て
相
互
に
合
意
を
結
ぶ
能
カ
を
も
つ
、
明
確
に

劃
定
さ
れ
｛
」
存
在
（
姜
＝
と
9
自
＆
8
葦
ε
蜆
）
で
あ
る
と
想
定
し
て
き
た

と
い
う
。
つ
ま
り
人
的
お
よ
ぴ
非
人
的
な
基
本
的
質
産
の
分
配
は
、
所
与

の
出
発
点
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
と
す
る
の
で
あ
る
（
｝
O
O
・
N
o
・
）
。
リ

バ
ー
タ
リ
ア
ン
・
ア
ナ
キ
ス
ト
（
彼
は
そ
の
中
に
ノ
ー
ジ
ッ
ク
を
も
含
め

る
）
は
こ
の
よ
う
な
想
定
を
”
個
人
権
。
の
領
域
に
ま
で
及
ぼ
そ
う
と
す

る
と
ブ
キ
ャ
ナ
ン
は
批
判
す
る
。

　
　
「
彼
〔
リ
バ
ー
タ
リ
ア
ン
・
ア
ナ
キ
ス
ト
〕
は
、
－
個
人
の
権
利
に

　
は
、
明
確
で
、
よ
く
理
解
さ
れ
る
（
毒
一
一
－
…
箒
扇
8
a
）
”
自
然
的
境

　
界
量
2
邑
ぎ
昌
己
彗
一
〇
ゲ
が
存
在
す
る
と
老
え
る
。
か
か
る
権
利
の

　
境
界
は
神
聖
で
あ
り
、
含
意
を
伴
わ
な
い
い
か
な
る
”
越
境
。
も
正
当

　
化
さ
れ
な
い
も
の
と
さ
れ
る
。
」
（
§
、
）

　
ブ
キ
ャ
ナ
ン
か
ら
見
れ
ぱ
、
彼
ら
リ
バ
ー
タ
リ
ァ
ン
・
ア
ナ
キ
ス
ト
も

諸
個
人
の
平
等
と
い
う
規
範
的
前
提
を
受
け
入
れ
る
が
、
そ
れ
は
「
各
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

は
、
彼
の
権
利
の
自
然
的
境
界
を
平
等
に
尊
重
さ
れ
る
権
原
を
も
つ
」

（
き
軋
．
）
と
い
う
隈
り
に
お
い
て
で
あ
り
、
人
々
の
間
で
こ
れ
ら
の
境
界

は
犬
き
く
異
な
り
う
る
と
い
う
事
実
は
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
こ
で
ブ
キ
ャ
ナ
ン
は
次
の
よ
う
な
疑
間
を
提
出
す
る
。

　
　
「
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
自
然
的
範
囲
な
い
し
境
界
と
い
う
も
の
が

　
果
し
て
存
在
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
我
々
が
、
厳
密
に
物
理
的
意
味
で
の

　
■
■
＾
ソ

　
身
体
に
対
す
る
権
利
を
越
え
る
と
き
、
何
が
境
界
線
の
特
徴
を
な
す
の

　
で
あ
ろ
う
か
。
様
々
な
個
人
の
主
張
が
衝
突
す
る
と
き
、
何
が
自
然
的

　
境
界
な
の
か
。
」
（
句
O
O
し
こ

　
ブ
キ
ャ
ナ
ン
に
よ
れ
ぱ
、
個
人
と
い
う
存
在
お
よ
ぴ
彼
の
権
利
は
、
唯

一
、
互
い
の
行
鋤
を
制
約
す
る
明
示
な
い
し
暗
黙
の
「
合
意
」
を
通
し
て

の
み
、
明
確
に
な
る
の
で
あ
る
（
－
。
［
一
〇
。
N
・
訳
ニ
ニ
．
一
頁
）
。
市
場
に
お

け
る
交
渉
は
、
か
か
る
合
意
を
抜
き
に
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
の
点
、

「
明
白
に
、
社
会
的
あ
る
い
は
制
度
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は

な
い
権
原
や
権
利
」
（
＞
ω
⊂
一
8
ひ
．
）
の
存
在
を
認
め
る
ノ
ー
ジ
ッ
ク
、
あ

る
い
は
、
「
個
人
権
を
諸
個
人
の
要
素
賦
存
（
雪
蔓
o
墓
婁
昌
雪
甘
）
と

同
一
視
〔
し
〕
－
梅
利
は
含
意
の
結
果
で
は
な
く
、
そ
の
出
発
点
を
な
す
」

（
室
＞
L
竃
1
）
と
し
た
ゴ
テ
ィ
ェ
と
鮮
や
か
な
対
比
を
示
し
て
い
る
と
い

え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
所
有
観
の
二
類
型
は
、
個
人
や
個
人
権
と
い
う

基
本
的
概
念
の
把
握
に
関
し
て
も
、
明
ら
か
に
対
立
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

三
　
ロ
ソ
ク
と
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
に
お
け
る
所
有
の
起
源

　
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
以
前
か
ら
存
在
す
る
「
自
然
状
態
に
お
け
る
普
遍

的
莱
有
」
と
い
う
想
定
か
ら
私
的
所
有
権
を
導
出
す
る
に
あ
た
っ
て
、
グ

ロ
テ
ィ
ウ
ス
は
、
明
確
に
「
合
意
渇
o
g
昌
」
と
い
う
概
念
装
置
に
訴
え

た
。　

　
「
我
々
は
、
〔
共
有
さ
れ
て
い
た
〕
諸
物
が
、
い
か
に
し
て
私
有

　
（
召
o
召
更
蕩
）
へ
移
っ
て
い
っ
た
か
を
学
ぷ
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は

　
精
神
の
活
動
の
み
に
よ
る
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
人
々
は
、
他
者

　
が
何
を
自
分
の
も
の
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
か
、
－
知
る
こ
と
が

　
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
複
数
の
人
が
同
一
の
物
を
欲
す
る

　
こ
と
が
あ
り
得
た
の
で
あ
る
。
〔
し
た
が
っ
て
私
有
は
〕
あ
る
種
の
合
意
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に
よ
ウ
て
、
即
ち
分
割
の
よ
う
な
明
示
の
合
意
か
、
先
占
の
よ
う
な
暗

　
黙
の
合
意
に
よ
っ
て
〔
導
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
〕
。
つ
ま
り
、
共
有
が
不

　
都
合
と
な
っ
た
時
、
未
だ
分
割
は
な
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、
あ
る
物
を

　
先
占
し
た
各
人
が
そ
の
所
有
権
（
一
〕
8
一
〕
…
目
）
を
も
つ
よ
う
に
全
て
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
者
が
合
意
し
（
8
…
雪
茅
）
た
と
み
な
さ
れ
ね
ぱ
な
ら
な
い
。
L

　
歴
史
的
叙
述
と
い
う
性
格
を
免
れ
て
い
な
い
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
所
有
起

源
論
に
対
し
て
、
こ
の
よ
う
な
合
意
の
実
在
性
、
あ
る
い
は
そ
の
後
世
へ

の
拘
東
力
を
否
定
す
る
こ
と
は
比
較
的
容
易
で
あ
る
。
フ
ィ
ル
マ
ー
の
グ

回
テ
ィ
ゥ
ス
批
判
は
、
ま
さ
に
か
か
る
立
場
か
ら
の
も
の
で
あ
っ
た
。
フ

ィ
ル
マ
ー
は
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
成
立
し
た
所
有
観
念
の
人
為
的
性
格
と
、

自
然
法
観
念
と
の
不
整
合
を
も
問
題
に
す
る
。

　
　
「
グ
ロ
テ
ィ
ゥ
ス
は
、
自
然
法
に
よ
り
最
初
金
て
の
物
は
共
有
で
あ

　
っ
た
と
言
い
な
が
ら
、
他
方
で
、
私
有
制
度
が
導
入
さ
れ
た
の
ち
に
共

　
有
制
度
を
用
い
る
の
は
自
然
法
に
反
し
て
い
る
と
唱
え
る
。
こ
の
よ
う

　
に
し
て
彼
は
、
神
さ
え
も
な
し
得
な
い
と
彼
自
身
が
い
う
自
然
法
の
改

　
変
を
な
す
ば
か
り
で
な
く
、
自
然
法
そ
の
も
の
を
自
家
撞
着
さ
せ
て
い

　
　
　
　
（
u
）

　
る
の
で
あ
る
。
」

　
万
物
に
対
す
る
ア
ダ
ム
の
支
配
権
（
き
邑
≡
昌
）
に
所
有
権
の
淵
源
を

置
く
フ
ィ
ル
マ
ー
の
家
父
長
主
義
的
所
有
理
論
に
対
し
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド

ル
フ
と
ロ
ヅ
ク
と
い
J
に
人
の
白
然
法
論
者
は
、
ま
さ
に
対
照
的
な
理
論

的
戦
術
を
も
っ
て
臨
ん
だ
。
前
者
は
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
と
っ
た
「
合
意

に
よ
る
所
有
」
理
論
を
精
縁
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
所
有
の
起
源
に
対
す

る
神
の
関
与
を
明
確
に
否
定
し
て
い
く
。
後
者
は
、
”
神
の
作
品
と
し
て

　
（
蛆
）

の
人
間
・
と
い
う
世
界
観
を
強
調
し
つ
つ
、
平
等
な
自
然
人
の
間
に
、
い

か
に
「
明
示
の
合
意
な
く
し
て
」
所
有
権
（
？
O
O
雪
ξ
）
が
成
立
す
る
か

を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
（
↓
■
。
。
・
①
。
豊
．
）
。

　
プ
ー
フ
ニ
ン
ド
ル
フ
に
よ
れ
ぱ
、
神
は
、
人
間
が
社
会
的
生
活
（
く
壷

旨
q
昌
≡
蜆
）
を
送
ら
ず
に
は
生
存
で
き
な
い
よ
う
に
、
世
界
と
人
間
を
形

成
し
た
。
自
然
法
は
、
こ
の
社
会
的
生
活
と
い
う
目
的
を
達
成
さ
せ
る
た

め
に
、
神
に
よ
り
人
間
に
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
（
』
オ
p
ド
い
、
昌
。
）
。

し
か
し
な
が
ら
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
は
グ
回
テ
ィ
ウ
ス
に
倣
い
、
人
間

の
自
発
的
な
合
意
に
よ
り
導
入
さ
れ
た
「
制
度
一
冒
邑
巨
9
昌
」
を
前
提

と
し
て
初
め
て
人
間
を
拘
束
す
る
「
条
件
的
自
然
法
」
の
存
在
を
主
張
し

た
。
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
の
自
然
法
体
系
に
お
い
て
は
、
所
有
と
い
う
規

範
的
範
幡
は
、
言
謡
、
貨
幣
、
政
府
と
並
ぴ
、
必
要
と
便
宜
に
基
づ
き
人

為
的
に
創
造
さ
れ
た
制
度
の
一
つ
に
他
な
ら
な
い
（
』
z
p
N
・
u
・
弄
）
。

彼
は
、
合
意
に
よ
る
私
的
所
有
制
度
の
導
入
以
前
の
状
態
を
、
明
確
に

「
消
極
的
共
有
8
昌
昌
…
一
〇
目
晶
き
；
」
、
す
な
わ
ち
、
あ
ら
ゆ
る
も
の

が
誰
に
も
帰
属
し
な
い
状
態
と
性
楕
づ
け
る
。
彼
に
よ
れ
ぱ
、
所
有
と
は
、

「
物
そ
れ
自
体
に
は
物
理
的
・
内
在
的
な
効
果
を
及
ぼ
さ
ず
、
他
者
に
対

し
て
糟
神
的
効
果
（
亀
o
g
冨
昌
o
量
房
）
の
み
を
生
ぜ
し
め
る
よ
う
な
精

神
的
性
質
（
』
冨
；
麸
∋
O
量
茅
）
」
（
』
岩
P
企
■
声
「
）
で
あ
る
か
ら
、

人
間
相
互
間
の
合
意
な
く
し
て
は
考
え
ら
れ
得
な
い
も
の
な
の
で
あ
る

（
〇
一
こ
乞
P
ω
ニ
ニ
）
。
彼
は
フ
ィ
ル
マ
ー
の
主
張
す
る
よ
う
な
所
有
理

論
を
、
次
の
よ
う
に
論
駁
す
る
。

　
　
「
そ
れ
〔
ア
ダ
ム
の
権
利
〕
は
、
正
確
に
言
え
ぱ
所
有
権
（
旨
目
巨
自
目
）

　
で
は
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
当
時
、
そ
の
権
利
の
効
果
が
及
ぽ

　
さ
れ
る
よ
う
な
他
の
人
間
は
存
在
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
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る
。
L
（
－
之
Ω
一
戸
十
し
一
）

　
こ
の
よ
う
な
「
合
意
に
よ
る
所
有
」
理
論
は
、
神
学
的
仮
定
を
完
全
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
H
〕

排
除
し
た
う
え
で
、
ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
り
継
承
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　
他
方
、
ロ
ヅ
ク
は
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
よ
り
明
確
に
、
神
は
人
類
に

世
界
を
共
有
物
と
し
て
与
え
た
と
い
う
前
提
か
ら
出
発
す
る
。
大
地
お
よ

ぴ
そ
の
果
実
は
、
人
間
が
生
存
を
維
持
し
、
か
つ
快
適
に
過
，
こ
す
た
め
に

も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
を
利
用
す
る
た
め
に
は
専
有

す
る
手
段
が
必
ず
存
在
せ
ね
ぱ
な
ら
な
い
。
ロ
ヅ
ク
に
よ
れ
ぱ
、
人
間
は

自
己
の
「
身
体
」
な
ら
ぴ
に
「
労
働
」
に
対
し
て
は
排
他
的
な
所
有
権
を

有
し
て
お
り
、
こ
の
労
働
を
共
有
物
に
混
合
す
る
こ
と
に
よ
り
、
彼
は
他

者
の
共
有
権
を
排
除
す
る
、
果
実
や
土
地
の
所
有
権
を
獲
得
す
る
こ
と
が

　
、
　
　
　
　
　
（
蝸
）

で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
他
者
の
明
示
の
含
意
は
必
要
と
さ
れ
な
い

（
H
■
。
。
・
N
㌣
s
・
）
。
か
か
る
所
有
権
は
正
当
に
、
自
然
法
に
よ
っ
て
与

え
ら
れ
た
と
い
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
神
が
人
類
に
世
界
を
与
え
た
時
、
神

は
ま
た
、
人
間
に
労
働
す
る
こ
と
を
も
命
じ
た
か
ら
で
あ
る
（
↓
■
ド

負
讐
、
）
。
他
方
で
自
然
法
は
、
（
ノ
ー
ジ
ヅ
ク
や
ゴ
テ
ィ
エ
に
よ
り
「
ロ

ヅ
ク
的
但
書
」
と
呼
ぱ
れ
る
）
所
有
権
取
得
の
制
約
を
も
定
め
て
い
る
。

そ
れ
ら
を
、
こ
こ
で
は
マ
ク
フ
ァ
ー
ス
ン
に
倣
い
「
充
分
性
の
制
約
」
お

よ
ぴ
「
腐
敗
性
の
制
約
」
と
呼
ぷ
。
前
者
は
、
「
他
者
の
た
め
に
、
少
な

く
と
も
、
充
分
に
か
つ
同
等
に
良
質
な
だ
け
残
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
」

（
↓
■
ド
彗
）
所
宥
権
を
攻
得
で
き
る
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
後
者
は

「
誰
で
も
、
物
が
腐
敗
す
る
前
に
生
活
の
た
め
に
利
用
で
き
る
分
だ
け
、

自
身
の
労
働
に
よ
づ
て
そ
れ
に
対
す
る
所
有
権
を
定
め
る
こ
と
が
で
き

る
」
（
↓
■
ド
嘗
．
）
と
規
定
す
る
。
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
「
正

当
な
所
有
の
隈
界
の
超
過
は
、
そ
の
所
有
物
の
大
き
さ
に
で
は
な
く
、
所

有
物
を
無
駄
に
腐
敗
さ
せ
る
こ
と
の
う
ち
に
存
す
る
L
（
H
H
し
、
ま
。
）
と

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
充
分
性
の
制
約
」
は
（
ノ
ー
ジ
ヅ
ク
や
ゴ
テ
ィ
ェ

に
お
け
る
の
と
は
対
照
的
に
）
「
腐
敗
性
の
制
約
」
に
従
属
す
る
地
位
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
皿
）

か
与
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
し
か
し
こ
の
「
腐
敗
性
の
制
約
」
は
、
人
々
の
暗
黙
の
合
意
に
よ
る

　
　
　
　
　
（
π
）

「
貨
幣
」
の
導
入
を
契
機
と
し
て
、
明
ら
か
に
そ
の
効
カ
を
失
っ
て
し
ま

〔
㎎
）

う
。
財
を
貨
幣
の
か
た
ち
で
無
制
限
に
蓄
積
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
れ
ば
、

土
地
の
不
平
等
な
所
有
も
ま
た
正
当
化
さ
れ
る
。
ロ
ソ
ク
は
言
う
。

　
　
「
人
々
が
〔
貨
幣
導
入
の
含
意
に
よ
り
〕
不
均
等
か
つ
不
平
等
な
土

　
地
の
所
有
に
合
意
し
た
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
彼
ら
は
暗
黙

　
の
か
つ
自
発
的
な
合
意
に
よ
り
、
一
人
の
人
間
が
、
そ
の
生
産
物
を
自

　
分
自
身
で
使
用
で
き
る
以
上
の
土
地
を
、
生
産
物
の
余
剰
と
交
換
に
金

　
や
銀
を
受
け
敢
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
公
正
に
所
有
す
る
方
法
を
発
見
し

　
た
の
で
あ
る
。
」
（
↓
H
一
N
、
伽
O
。
）

　
農
産
物
の
た
め
の
市
場
を
創
出
す
る
貨
幣
経
済
の
下
で
「
囲
い
込
み
」

や
耕
作
に
よ
り
”
土
地
の
生
産
性
。
を
著
し
く
上
昇
さ
せ
る
専
有
者
は
、

も
は
や
「
充
分
性
の
制
約
」
に
も
妨
げ
ら
れ
な
い
。
「
自
己
の
労
働
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
ト
チ
ク

り
土
地
を
専
有
す
る
者
は
、
人
類
の
共
通
資
産
を
減
少
さ
せ
る
の
で
は
な

く
、
増
加
さ
せ
る
」
（
↓
■
ド
讐
．
）
か
ら
で
あ
る
。

　
加
え
て
、
ロ
ヅ
ク
は
賃
金
労
働
を
前
提
と
し
、
所
有
権
は
あ
る
人
間
が

購
入
し
た
労
働
に
よ
っ
て
も
成
立
す
る
と
考
え
て
い
た
（
9
H
■
～
．
鼻
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
岨
〕

と
い
う
マ
ク
フ
ァ
ー
ス
ン
の
議
論
を
受
け
入
れ
る
な
ら
ぱ
、
ロ
ッ
ク
は
無

制
隈
の
資
本
主
義
的
専
有
を
も
許
容
し
て
い
た
と
解
釈
す
る
こ
と
は
決
し
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（
珊
）

て
不
可
能
で
ば
な
い
。
人
間
の
自
然
的
平
等
か
ら
出
発
し
た
（
弓
■
～
、
ご

　
ロ
ソ
ク
は
、
こ
の
よ
う
に
、
所
有
の
甚
だ
し
い
不
平
等
を
正
当
化
す
る
こ

と
さ
え
で
き
た
。
所
有
の
不
平
等
は
、
平
等
な
各
人
の
”
生
産
性
〃
に
起

因
す
る
の
だ
か
ら
、
誰
も
そ
の
分
配
を
不
公
正
だ
と
は
主
張
し
得
な
い
。

　
マ
ク
フ
ァ
ー
ス
ン
は
尋
冒
・
つ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
　
「
か
く
し
て
、
人
間
は
自
ら
生
活
す
る
能
カ
に
お
い
で
平
等
に
合
理

　
的
で
あ
る
と
い
う
想
定
は
、
市
場
の
正
義
を
、
矯
正
的
お
よ
び
配
分
的

　
正
義
と
い
う
伝
統
的
観
念
と
調
和
さ
せ
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
㌧
砧
。
」

　
こ
こ
に
至
っ
て
、
か
か
る
ロ
ヅ
ク
解
釈
が
、
ノ
ー
ジ
ヅ
ク
の
リ
バ
ー
タ

リ
ァ
ニ
ズ
ム
に
極
め
て
接
近
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

確
か
に
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
が
ロ
ツ
ク
の
意
図
に
ど
れ
だ
け
副
う
も
の
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
盟
〕

は
、
依
然
と
し
て
問
題
に
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
こ
で
は
、
労

働
所
有
論
か
ら
無
制
限
な
資
本
主
義
的
専
有
の
擁
護
を
導
出
し
う
る
こ
と

が
確
認
で
き
れ
ば
、
そ
れ
で
十
分
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
四
　
立
憲
契
約
と
再
分
配

　
現
代
正
義
論
に
お
い
て
再
構
成
さ
れ
た
労
働
所
有
論
と
「
合
意
に
よ
る

所
有
」
理
論
と
は
、
諸
個
人
の
才
能
・
資
賀
に
由
来
す
る
財
の
不
平
等
を

い
か
に
取
り
扱
う
か
を
め
ぐ
う
て
も
明
ら
か
な
相
違
を
示
す
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
周
知
の
よ
う
に
口
i
ル
ズ
は
『
正
義
論
』
に
お
い
て
、
自
由
市
場

経
済
に
よ
っ
て
具
体
化
さ
れ
る
「
自
然
的
白
由
の
体
系
」
に
あ
っ
て
は
、

収
入
．
富
の
分
配
は
、
自
然
的
才
能
と
能
カ
（
量
ε
邑
茎
昌
房
彗
」

嘗
巨
豪
。
閉
）
の
分
配
の
累
積
的
結
果
に
他
な
ら
な
い
と
し
た
。
ロ
ー
ル
ズ
一

に
よ
れ
ぱ
、
こ
の
体
系
に
、
肩
ら
に
社
会
的
環
境
の
不
平
等
の
是
正
の
た

め
の
「
機
会
の
公
正
な
平
等
」
と
い
う
原
理
を
付
け
加
え
て
も
、
な
お
そ

れ
は
欠
点
を
免
れ
な
い
。
彼
は
言
う
。

　
　
「
そ
れ
〔
自
然
的
自
由
の
体
系
の
自
由
主
義
的
矯
正
〕
は
、
社
会
的

　
偶
然
の
影
響
を
排
除
す
る
点
に
お
い
て
完
金
に
働
く
と
し
て
も
、
依
然

　
そ
れ
は
窟
．
収
入
の
分
配
が
能
カ
と
才
能
の
自
然
的
分
配
に
よ
っ
て
決

　
定
さ
れ
る
こ
と
を
許
し
て
し
ま
、
つ
。
背
景
的
制
度
の
範
囲
内
で
、
分
配

　
的
取
り
分
は
自
然
的
く
じ
の
縞
果
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
。
こ
の
結
果
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鴉
）

　
遣
徳
的
観
点
か
ら
は
窓
意
的
で
あ
る
。
」

　
し
た
が
つ
て
、
彼
の
擬
唱
す
る
樒
差
原
理
に
よ
れ
ぱ
、
自
然
的
才
組
の

分
配
は
「
共
通
の
資
産
」
と
み
な
さ
れ
ね
ぱ
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
「
自

然
か
ら
恩
恵
を
受
け
た
人
々
が
彼
ら
の
も
つ
幸
運
か
ら
利
益
を
得
ら
れ
る

の
は
、
（
批
れ
を
も
た
な
い
人
々
の
状
態
を
改
善
す
る
と
い
う
条
件
に
適
う

場
合
の
み
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
回
ー
ル
ズ
の
主
張
を
ノ
ー
ジ
ッ

ク
は
真
向
か
ら
否
定
す
る
。

　
　
「
人
々
の
自
然
的
資
産
が
遣
徳
的
観
点
か
ら
春
意
的
で
あ
ろ
う
と
な

　
か
ろ
う
と
、
彼
ら
は
そ
れ
に
対
し
、
お
よ
ぴ
そ
れ
か
ら
生
ず
る
も
の

　
〔
財
〕
に
対
し
権
原
を
も
つ
。
」
（
＞
ω
ξ
竃
e

　
ブ
キ
ャ
ナ
ン
に
よ
れ
ぱ
、
彼
ら
の
か
か
る
対
立
は
、
才
能
と
社
会
的
相

互
依
存
と
の
関
係
の
解
釈
に
お
け
る
両
者
の
乖
離
を
反
映
し
て
い
る
の
で

｝
る
一
。
、
句
。
。
、
。
、
．
阜
し
。
ノ
、
ジ
ツ
ク
言
す
れ
ば
、
社
会
鎧
カ

カ
ら
生
れ
る
利
益
の
分
配
方
法
を
決
定
す
る
諸
原
理
が
必
要
だ
と
す
る
ロ

ー
ル
ズ
の
間
魑
の
立
て
方
そ
の
も
の
が
理
解
で
き
な
い
。

　
　
「
社
会
的
非
協
カ
的
状
況
に
お
い
て
、
各
個
人
は
、
誰
か
ら
も
助
け

　
ら
れ
る
こ
と
な
く
自
己
の
尽
カ
に
よ
り
獲
得
し
た
も
の
を
受
け
取
る
に
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価
す
る
、
す
な
わ
ち
、
こ
の
所
有
物
（
ぎ
匡
昌
σ
。
蜆
）
に
対
し
他
の
誰
も

　
正
当
な
請
求
（
㌍
〇
一
巴
昌
呉
ミ
冬
ミ
）
を
な
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
い

　
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
誰
が
何
に
対
し
権
原
を
有
す
る
か
は
、
こ
の
状

況
で
は
極
め
て
明
白
で
あ
る
。
…
こ
れ
は
正
し
い
正
義
論
す
な
わ
ち
権

　
原
理
論
の
明
快
な
適
用
例
で
あ
る
。
L
（
＞
ω
⊂
L
O
。
伽
，
。
。
ひ
・
）

　
ノ
ー
ジ
ッ
ク
に
従
え
ぱ
、
非
協
力
的
状
況
が
協
カ
的
状
況
に
変
化
す
る

と
い
う
事
態
は
、
こ
の
権
原
理
諭
の
適
用
可
能
性
を
何
ら
妨
げ
る
も
の
で

は
な
い
。
社
会
的
協
カ
に
お
い
て
、
人
々
が
別
個
独
立
に
働
こ
う
と
、
何

か
を
生
産
す
る
た
め
に
共
同
で
働
こ
う
と
、
協
カ
的
生
産
に
対
す
る
各
人

の
寄
与
を
特
定
す
る
の
は
十
分
に
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。

　
　
「
人
々
は
自
由
市
場
に
お
い
て
、
通
常
の
し
か
た
で
決
定
さ
れ
た
交

　
換
比
率
（
価
格
）
を
以
て
、
彼
ら
の
所
有
物
や
労
働
を
移
転
し
て
い
る

　
の
で
あ
る
。
も
し
限
界
生
産
カ
説
が
充
分
に
妥
当
で
あ
る
な
ら
ぱ
、
人

　
人
は
こ
れ
ら
の
所
有
物
の
白
発
的
移
転
に
お
い
て
、
概
ね
彼
ら
の
限
界

　
生
産
物
を
受
け
取
る
で
あ
ろ
う
。
」
（
＞
O
O
P
畠
N
・
）

　
ゴ
テ
ィ
エ
の
立
場
か
ら
し
て
も
、
ロ
ー
ル
ズ
の
要
求
す
る
遭
徳
は
”
タ

ダ
乗
り
。
を
許
す
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
彼
は
才
能
と
社
会
と
の
関
係
に

つ
い
て
は
、
ノ
ー
ジ
ヅ
ク
に
呼
応
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　
「
あ
る
人
の
自
然
的
能
カ
は
、
孤
独
の
状
況
に
お
い
て
は
、
そ
の
環

　
境
を
所
与
と
す
れ
ば
、
彼
が
獲
得
す
る
も
の
を
決
定
す
る
。
≡
な
ぜ
そ

　
れ
ら
〔
自
然
的
能
カ
〕
は
、
彼
が
社
会
で
獲
得
す
る
も
の
を
決
定
（
な

　
い
し
決
定
に
貢
献
）
し
て
は
な
ら
な
い
の
か
。
」
（
冒
戸
S
O
。
）

　
ブ
キ
ャ
ナ
ン
に
よ
れ
ぱ
、
ノ
ー
ジ
ッ
ク
の
権
原
理
論
の
特
徴
は
、
法
や

制
度
を
含
め
た
”
社
会
的
相
互
依
存
そ
の
も
の
・
の
生
産
性
を
認
め
て
い

な
い
点
に
存
す
る
（
勺
O
〇
一
弄
）
。
こ
こ
で
、
才
能
に
由
来
す
る
レ
ン
ト
は

い
か
に
分
配
さ
れ
る
ぺ
き
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
。
も
し
社
会
的

相
互
依
存
が
そ
れ
自
身
で
経
済
的
価
値
を
も
た
ら
さ
な
け
れ
ぱ
、
価
値
あ

る
資
源
や
才
能
の
所
有
者
は
、
た
と
え
他
者
と
協
カ
関
係
に
入
ろ
う
と
も
、

そ
の
才
能
か
ら
生
ず
る
レ
ン
ト
的
価
値
・
財
産
の
何
ら
か
の
部
分
を
放
棄

せ
ね
ぱ
な
ら
な
い
理
由
は
な
い
。
ノ
ー
ジ
ツ
ク
の
個
人
主
義
的
な
権
原
理

論
は
ま
さ
に
か
か
る
前
鍵
に
立
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
そ
の
ぱ
あ
い
、

こ
の
よ
う
な
資
源
や
才
能
の
所
有
者
は
、
社
会
的
相
互
関
係
か
ら
脱
退
し

て
も
社
会
的
協
カ
か
ら
得
ら
れ
た
の
と
等
し
い
実
質
収
入
を
獲
得
す
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
代
社
会
に
お
い
て
、
社
会

的
相
互
関
係
と
独
立
に
、
高
い
経
済
的
価
値
を
も
ち
う
る
”
才
能
。
が
果

し
て
存
在
す
る
だ
ろ
う
か
（
P
弓
O
O
㌃
N
－
蟹
し
。
ノ
ー
ジ
ヅ
ク
に
よ
れ
ぱ
、

非
協
カ
的
自
然
状
態
に
お
い
て
も
、
協
カ
的
状
況
に
お
い
て
も
、
各
人
は
、
．

自
ら
の
才
能
と
努
カ
を
も
っ
て
獲
得
し
た
財
に
対
し
排
他
的
権
原
を
有
す

脇
“
し
か
し
ブ
キ
ャ
ナ
ン
の
見
方
か
ら
す
れ
ぱ
、
二
つ
の
文
脈
に
お
け
る

才
能
の
も
つ
意
味
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
。
現
代
の
社
会
的
相
互
依
存
状

況
に
お
い
て
、
高
い
経
済
的
価
値
を
要
求
し
う
る
才
能
が
存
在
す
る
と
す

れ
ぱ
、
そ
れ
は
ひ
と
え
に
そ
の
”
相
互
依
存
。
状
況
の
故
な
の
で
あ
る
。

ノ
ー
ジ
ヅ
ク
や
ゴ
テ
ィ
エ
と
異
な
り
（
＞
ω
C
L
亀
1
ご
一
峯
戸
H
8
・
）
所

得
の
再
分
配
を
是
認
す
る
ブ
キ
ャ
ナ
ン
の
立
場
（
｝
O
〇
一
塞
ご
ピ
旨
μ
ご
α
1

亀
・
）
も
、
一
つ
に
は
か
か
る
認
識
に
基
づ
く
も
の
と
い
え
よ
う
。
ブ
キ
ャ

ナ
ン
に
よ
れ
ぱ
、
各
人
の
も
つ
権
利
を
相
互
承
認
し
、
社
会
的
協
カ
を
制

御
す
る
ル
ー
ル
・
法
を
生
ぜ
し
め
、
そ
の
結
果
一
共
同
体
の
基
礎
と
な
る

普
遍
的
合
意
す
な
わ
ち
立
憲
契
約
と
、
か
か
る
合
意
に
由
来
す
る
所
有
権
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の
内
実
と
を
、
概
念
上
切
り
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
彼
は
言
う
。

　
　
「
例
え
ぱ
、
稀
少
か
つ
高
い
個
値
を
も
つ
（
人
的
な
い
し
非
人
的
）

　
資
源
か
ら
生
ず
る
収
入
に
対
し
名
目
上
の
所
有
権
を
有
す
る
人
間
の
立

　
場
を
老
え
て
み
よ
。
こ
の
私
的
所
有
権
は
、
集
合
体
つ
ま
り
共
同
体
の

　
統
治
的
諸
制
度
に
お
い
て
他
の
人
々
が
保
有
す
る
”
成
員
た
る
椀
利

　
（
昌
o
昌
σ
o
邑
一
号
ユ
o
q
巨
蜆
）
。
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
、
当
該
の
差
別
的

　
高
収
入
に
対
す
る
何
ら
か
の
間
接
的
講
求
を
他
の
人
々
に
与
え
う
る

　
”
成
員
た
る
権
利
。
に
よ
っ
て
、
抑
制
さ
れ
う
る
。
」
（
■
F
N
ω
。
訳
一

　
一
一
頁
。
）

　
そ
れ
は
、
高
収
入
を
も
た
ら
す
才
能
・
能
カ
の
”
稀
少
性
・
と
い
う
性

質
が
、
立
憲
契
約
に
よ
り
形
成
さ
れ
る
共
同
体
の
他
の
戒
員
と
の
相
互
関

係
に
よ
っ
て
の
み
成
立
す
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
比
較
的
に
貧
困
な
人

人
は
、
至
高
の
倫
理
的
規
範
に
基
づ
い
て
、
所
得
の
再
分
配
を
要
求
し
て

い
る
の
で
は
な
い
（
§
糺
・
）
。
彼
ら
の
か
か
る
要
求
は
、
所
有
権
を
成
立

せ
し
め
、
相
互
行
為
を
可
能
に
す
る
「
合
意
」
こ
そ
が
稀
少
な
才
能
の
経

済
的
価
値
の
基
盤
で
あ
る
と
い
う
事
実
に
依
拠
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ブ

キ
ャ
ナ
ン
が
、
ノ
ー
ジ
ヅ
ク
や
ゴ
テ
ィ
エ
と
対
照
的
に
累
進
課
税
制
度
を

是
認
す
る
（
司
O
〇
一
鶉
o
－
亀
・
）
の
は
、
以
上
の
よ
う
な
彼
の
”
自
然
的
才

能
・
の
理
解
お
よ
ぴ
財
産
観
の
論
理
的
帰
縞
で
あ
る
と
考
え
て
も
決
し
て

不
当
で
は
あ
る
ま
い
。
無
諭
か
か
る
所
得
の
再
分
配
は
、
国
家
に
よ
る
公

共
財
の
資
金
調
達
と
供
給
と
い
う
権
隈
を
前
提
と
し
て
い
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
こ
の
よ
う
な
財
の
再
分
配
の
正
当
性
は
あ
く
ま
で
も
、
国
家
の
成

立
に
論
理
的
に
先
行
す
る
普
遍
的
合
意
を
基
礎
に
し
て
い
る
と
い
え
る
の

で
あ
る
。

五
　
私
的
財
の
公
共
性
－
結
ぴ
に
代
え
て

　
近
時
我
国
で
も
小
林
公
教
授
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
契
約
論
の
現

代
的
再
構
成
の
眼
目
の
一
つ
は
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
倫
理
的
規
準
を
前
提
と

す
る
こ
と
な
く
、
私
的
利
益
を
追
求
す
る
成
員
間
の
全
員
一
致
の
合
意
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
野
）

ら
、
諸
規
範
の
生
成
を
正
当
化
す
る
こ
と
に
あ
る
と
恩
わ
れ
る
。
こ
の
点
、

所
有
を
明
確
に
「
精
神
的
性
質
」
と
把
握
し
た
プ
ー
フ
ニ
ン
ド
ル
フ
や
、

あ
ら
ゆ
る
神
学
的
仮
定
を
排
し
て
、
倫
理
的
に
無
色
な
・
人
間
的
自
然
・

お
よ
ぴ
そ
れ
に
由
来
す
る
人
々
の
含
意
（
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
冒
ン
）
か
ら
所

有
や
約
束
と
い
う
規
範
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
導
出
し
よ
う
と
し
た
ヒ
ュ
ー
ム

は
、
か
か
る
試
み
の
先
駆
を
な
す
と
い
え
よ
う
。
彼
ら
の
法
理
諭
の
特
色

は
、
独
り
財
産
権
の
み
な
ら
ず
、
多
く
の
基
本
的
な
権
利
・
義
務
観
念
が
、

そ
の
生
成
を
、
人
間
相
互
間
に
精
神
的
効
果
を
及
ぼ
す
〃
合
意
。
と
い
う

プ
ロ
セ
ス
に
負
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
点
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
（
O
｛
・

』
乞
Ω
工
．
H
L
O
、
）
。
「
合
意
に
よ
る
所
有
」
理
論
の
系
譜
は
、
ま
さ
に
こ

の
よ
う
な
理
論
的
関
心
に
答
え
う
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
本
稿
で

も
見
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
「
合
意
に
よ
る
所
有
」
理
論
は
ま
た
、
所
有

の
あ
る
ぺ
き
帰
属
と
分
配
を
提
示
し
よ
う
と
す
る
規
範
的
正
義
論
に
対
し

て
も
大
き
な
寄
与
を
果
た
し
う
る
と
恩
わ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
ロ
ッ
ク
の
個
人
主
義
的
な
労
働
所
有
論
は
、
専
有
へ
の
制
約
が
貨
幣
の

導
入
に
よ
っ
て
骨
抜
き
に
さ
れ
る
こ
と
で
、
無
制
限
な
資
本
主
義
的
専
有

を
正
当
化
し
た
と
解
釈
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。
か
か
る
労
働
所
有
諭

の
現
代
的
形
態
が
神
学
的
仮
定
を
そ
の
理
論
か
ら
除
去
す
る
と
き
、
そ
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

に
残
る
も
の
が
、
よ
り
効
率
的
な
物
質
的
進
歩
を
迫
い
求
め
る
現
代
資
本
　
　
1
3
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主
義
の
擁
謹
で
あ
っ
て
も
決
し
て
不
思
議
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
し
か
し
な
が
ら
、
個
人
的
・
排
他
的
な
使
用
・
収
益
・
処
分
を
許
す
私

、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
　
、

的
所
有
と
い
う
資
本
主
義
社
会
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
果
し
て
公
共
性

（
？
…
8
萎
）
・
社
会
性
か
ら
独
立
し
て
存
立
し
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
「
そ

れ
〔
専
有
〕
は
本
質
的
に
社
会
的
関
係
で
は
な
い
」
（
呂
＞
一
s
o
。
。
）
と
す
る

労
働
所
有
論
と
は
対
照
的
に
、
財
産
権
の
成
立
そ
の
も
の
に
人
間
相
互
間

の
合
意
を
要
求
す
る
「
合
意
に
よ
る
所
有
」
理
論
の
立
場
か
ら
す
れ
ぱ
、

公
共
財
と
区
別
さ
れ
る
私
的
財
（
召
ぎ
呉
o
o
q
o
o
身
）
と
い
え
ど
も
”
公
共

性
グ
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
の
で
は
な
い
か
。
プ
キ
ャ
ナ

ン
は
す
で
に
、
公
共
財
と
私
的
財
の
分
割
線
が
可
変
的
で
あ
る
こ
と
を
認

識
し
て
い
た
（
司
O
O
し
亀
．
）
。
「
合
意
に
よ
る
所
有
」
理
論
が
鍵
起
す
る

最
も
根
本
的
か
つ
重
要
な
含
意
は
、
個
人
的
専
有
物
と
み
な
さ
れ
が
ち
な

〃
才
能
・
能
カ
・
が
社
会
的
相
互
関
係
に
お
い
て
初
め
て
経
済
的
価
値
を

も
ち
う
る
よ
う
に
、
私
的
所
有
権
も
ま
た
、
そ
の
存
立
塞
盤
か
ら
し
て
公

共
性
・
社
会
性
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
観
点
に
立
つ
と
き
、
我
々
が
追
求
す
る
ぺ
き
社
会
像
も
、
労
働
所
有

論
が
示
唆
す
る
そ
れ
と
は
自
ず
と
異
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に
恩
わ
れ

る
。

　
（
1
）
　
甲
ω
o
＝
9
后
『
一
、
ミ
§
詩
、
、
S
ミ
ミ
ー
『
ぎ
串
葛
δ
ミ
県
亀
ミ

　
　
ミ
§
一
（
■
8
0
昌
一
S
呂
）
一
〇
．
ψ
・
明
山
和
夫
・
濱
田
滴
夫
訳
『
私

　
　
有
財
産
』
（
関
薔
院
、
一
九
五
四
年
）
、
五
頁
。

　
（
2
）
　
次
の
著
作
の
引
用
お
よ
ぴ
参
照
箇
所
は
、
本
文
中
に
、
以
下
の

　
　
略
号
と
員
数
を
以
て
示
す
。
但
し
、
ロ
ッ
ク
の
著
作
に
つ
い
て
は
、

　
　
編
、
節
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
の
著
作
に
つ
い
て
は
、
巻
、
章
、
節

　
の
順
に
表
示
す
る
。

　
＞
u
o
c
一
射
－
老
富
巨
“
＼
ま
ミ
o
ミ
一
吻
§
章
昌
s
匙
　
q
“
喜
ざ
一
（
b
富
一
〇

　
　
　
団
8
雰
一
S
ミ
）
。
嶋
津
格
訳
『
ア
ナ
ー
キ
ー
・
国
家
・
ユ
ー
ト

　
　
　
ビ
ア
』
（
上
）
（
下
）
（
木
鐸
社
、
一
九
八
五
、
八
九
年
）
。

　
買
＞
…
O
．
O
閏
目
一
巨
o
■
ミ
o
『
ミ
軸
ξ
」
恥
ミ
雨
§
雨
ミ
一
（
O
共
δ
『
｛
q
一
勺
・
一

　
　
　
－
凄
α
）
．

　
■
■
一
』
－
竃
．
｝
；
－
一
彗
竃
一
　
『
ぎ
ト
ぎ
淳
県
ト
き
ミ
§
（
H
ま

　
　
　
ζ
邑
く
．
o
－
o
巨
o
墨
o
勺
『
雷
岨
し
ξ
伽
）
・
加
藤
寛
監
訳
『
自
由
の
隈

　
　
　
界
』
（
秀
潤
社
、
一
九
七
七
年
）
。

　
司
O
O
…
』
－
】
≦
．
■
自
o
サ
凹
目
凹
～
、
ミ
雨
～
o
§
札
S
　
O
o
ミ
急
｝
、
ミ
ミ
o
S
s
“
　
O
o
S
－

　
　
　
ミ
§
♪
（
H
異
霊
＞
陣
峯
c
己
く
1
勺
篶
蜆
μ
s
ミ
）
’

　
■
峯
ω
一
』
－
旨
．
■
g
巨
冒
彗
ト
き
、
§
ミ
ミ
ぎ
－
§
“
吻
ミ
♪
（
匡
葭
『
・

　
　
　
く
畠
8
『
勺
篶
蜆
9
5
o
o
α
）
1

　
↓
↓
一
』
．
■
o
艮
9
H
§
o
箏
§
ぎ
向
亀
県
o
o
§
§
§
§
♪
中
■
豊
－
o
箒

　
　
　
（
o
口
．
）
u
（
O
掌
－
自
げ
ユ
｛
o
q
〇
一
q
．
吊
．
一
H
o
①
N
）
一

　
－
老
Ω
一
ω
1
吊
巨
g
旨
貝
b
耐
　
㌧
ミ
、
雨
　
≧
ミ
ミ
§
　
ミ
　
Ω
§
§
§
一

　
　
　
（
司
『
昌
ζ
膏
庁
脚
■
o
号
N
酎
H
N
s
）
一
宰
g
宅
巨
邑
嵩
巳
目
－
亀
ド

　
　
　
な
お
、
O
．
匡
．
O
δ
歓
甘
＝
o
『
俸
奏
一
＞
一
〇
巨
昇
巨
嵩
『
　
に
よ
る

　
　
　
英
語
訳
（
H
票
Ω
嘗
邑
8
o
－
5
試
昌
嘗
巨
昌
昌
■
串
婁
）
を
適
宜

　
　
　
参
照
し
た
。

（
3
）
　
O
｛
一
ρ
〇
一
肉
｝
凹
P
。
，
く
o
目
易
一
冨
旨
o
嘗
自
o
O
自
轟
一
勺
δ
勺
胃
甘
｝

　
ヨ
o
目
葦
蜆
彗
旦
巨
蟹
く
巨
量
一
■
一
げ
雪
｛
．
、
二
＝
』
．
勺
彗
一
（
＆
・
）
一
弟
§
、
、

　
ざ
昧
≧
§
§
ぎ
（
勾
O
…
自
彗
淳
－
茎
亀
O
ε
S
O
〇
一
）
一
〇
勺
・
竃
㌣
N
O
O
・

　
川
本
隆
史
「
国
家
は
な
ぜ
、
ど
こ
ま
で
必
要
な
も
の
な
の
か
ー
ノ
ー

231

‘



（133）研究ノート

　
ジ
ッ
ク
の
政
治
哲
学
的
探
検
」
千
葉
真
・
藤
原
保
信
編
『
政
治
思
想

　
と
現
在
』
（
早
稲
閏
大
学
出
版
部
、
一
九
八
九
年
）
も
参
照
竈

（
4
）
「
星
身
、
書
・
算
、
蜆
里
；
實
邑
；
8
｛
、
一
目
蟹
巨

　
（
＆
ー
ン
s
‘
ミ
“
1
一
や
室
舳
1

（
5
）
　
O
｛
・
O
・
O
、
目
o
旨
一
、
。
之
o
畠
o
片
．
眈
向
昌
庄
ご
o
昌
o
冒
冨
、
、
し
目
｝
顯
旦
（
①
旦
シ

　
o
、
ミ
ゴ
甲
ω
H
H
一

（
6
）
O
－
O
』
・
峯
彗
吾
婁
9
、
ぎ
ま
一
｛
導
ミ
§
§
ミ
呉
、
。
｝
－

　
亀
婁
§
雨
ト
富
§
e
ミ
ミ
ミ
泳
§
一
（
O
ζ
o
『
ら
C
．
、
．
一
－
o
α
N
）
一
、
宇
　
H
o
N
－

　
8
－
・
藤
野
渉
一
将
税
茂
・
瀬
沼
長
一
郎
訳
『
所
有
的
個
人
主
義
の
政

　
治
理
論
』
（
合
同
出
版
、
一
九
八
○
年
）
、
二
二
六
⊥
一
九
員
。
F

　
2
轟
；
μ
乏
ミ
ミ
ミ
き
吹
ミ
S
ミ
、
迂
辻
O
ミ
一
（
皇
一
〇
C
邑
＜
．
O
申
O
巨
－

　
○
晶
o
雫
g
岨
二
〇
3
）
一
？
8
9
で
■
N
む
。
田
中
正
司
『
市
民
社
会
理

　
論
の
原
型
』
（
御
茶
の
水
審
房
、
一
九
七
九
年
）
、
第
二
都
第
三
章
。

（
ア
）
g
？
暮
葦
■
膏
き
一
ξ
．
ご
5
｛
華
彗
一
ざ
。
－
曇
一

　
ω
写
葭
冨
p
s
．
ミ
㌻
　
勺
－
N
富
宍
一
↓
1
ω
s
己
o
p
　
、
乞
o
s
艮
o
目

　
雲
o
目
黒
蜆
一
＝
σ
彗
q
一
彗
｝
市
『
o
o
竃
｛
．
、
一
昌
勺
彗
一
（
a
．
）
一
s
ー
ミ
’

　
？
冨
ω
－

（
8
）
　
本
稿
第
三
節
を
参
照
。

（
9
）
　
交
渉
に
参
加
す
る
当
事
者
の
う
ち
、
最
大
の
相
対
的
譲
歩
を
す

　
る
者
の
譲
歩
が
最
小
に
な
る
よ
う
な
結
果
を
選
択
す
る
よ
う
要
求
す

　
る
原
理
。
ρ
・
峯
声
9
・
い
・
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
原
理
に
従
う
協

　
カ
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
が
、
市
場
に
お
け
る
相
互
行
為
と
果
し
て
実
賀

　
的
に
区
別
さ
れ
う
る
の
か
、
筆
者
に
は
判
然
と
し
な
い
。
O
｛
・
屋
＞
・

　
ご
ω
－
山
干

（
1
0
）
　
声
9
o
；
9
b
雨
㌧
ミ
軸
掌
ミ
甘
ミ
、
§
労
（
9
目
茎
島
9

　
H
O
0
3
）
一
宇
9
？
σ
＝
争
＆
一
一
一
H
3
少
N
．
N
．
N
、
血
。
な
お
、
本
稿
が

　
従
う
通
説
的
理
解
と
対
立
す
る
も
の
と
し
て
、
参
照
、
罰
・
H
；
ぎ

　
≧
ミ
ミ
ミ
馬
暗
ぎ
軸
↓
ざ
o
ミ
塞
一
（
〇
四
巨
〕
コ
島
o
c
1
，
1
一
5
遣
）
一
〇
F
ω
’

（
1
1
）
　
申
’
句
自
昌
胃
一
、
ミ
ミ
ミ
§
畠
s
s
軋
O
§
§
、
o
ミ
S
ミ
き
喜
肺

　
甲
■
葭
巴
而
冨
（
o
P
）
一
（
O
宍
h
o
『
戸
一
Φ
企
岨
）
一
〇
．
ミ
企
1

（
1
2
）
Ω
・
卜
恥
b
§
辻
き
ぎ
≧
ミ
ミ
雨
雨
、
軋
塞
3
§
害
い
、
書
ミ
ー

　
き
s
9
ぎ
自
言
勺
彗
』
．
｝
睾
σ
o
｝
量
9
（
＞
昌
黒
彗
旨
昌
し
N
旨
）
二
．
十

　
戸
旨
8
蜆
旨
弐
邑
自
g
豊
『
．
参
照
、
田
中
・
前
掲
書
、
第
二
部
第

　
一
章
。

（
1
3
）
　
ρ
・
－
・
H
…
き
」
b
㌢
S
ミ
｝
雨
§
、
さ
、
ミ
ミ
ー
言
ぎ
ト
S
ぎ

　
昌
S
乱
昏
汁
昌
軋
竈
雨
、
｝
昌
、
札
雷
－
（
O
嘗
自
σ
『
こ
o
竈
o
C
．
勺
．
一
－
o
o
o
o
）
一
〇
蜆
や
o
｝
－
一
N
．

（
μ
）
　
参
照
、
拙
稿
「
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
け
る
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
目
ン
の
観

　
念
」
『
一
橘
研
究
』
二
二
巻
二
号
（
一
九
八
八
年
）
。

（
1
5
）
　
O
｛
・
尻
・
○
－
く
耐
o
『
o
目
陣
一
、
、
■
o
o
斥
o
、
眈
H
す
而
o
『
k
0
－
＞
で
℃
『
o
勺
『
曇
匡
o
目
、
．
一

　
；
、
§
婁
｛
ミ
§
ト
o
§
ミ
雨
ミ
一
く
〇
一
」
♪
ξ
o
ひ
二
s
戸

（
1
6
）
ρ
．
ω
冨
毒
9
o
＞
ミ
’
i
、
．
8
N
－
睾
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
は
、

　
「
腐
敗
性
の
制
約
」
以
外
に
は
所
有
権
取
得
の
制
約
の
存
在
を
認
め

　
て
い
な
い
。

（
〃
）
　
合
意
に
よ
る
貨
幣
の
導
入
と
い
う
観
念
は
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル

　
フ
か
ら
継
承
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
O
－
■
』
乞
P
㎞
、
伽
」
ド

（
1
8
）
　
q
．
9
害
勺
ぼ
易
o
P
冬
、
～
♪
で
o
．
N
8
－
ζ
。
邦
訳
二
＝
二
⊥
二

　
八
頁
。
r
撃
毛
＝
s
一
辻
這
o
ミ
ミ
肉
ま
曳
｝
ま
H
ぎ
泰
ミ
き
き
雨

　
向
耐
ミ
雨
§
§
o
雨
ミ
ま
ミ
一
ω
a
＆
」
（
■
9
ま
o
p
－
o
8
）
一
g
I
－
9
肋
8
．

331



（134）一橋論叢　第102巻　第1号

　
ζ
中
野
好
之
訳
『
一
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
恩
想
史
』
（
筑
摩
書
房
、
一

　
九
七
〇
年
）
、
下
巻
一
四
－
一
五
頁
。

（
1
9
）
　
窒
暮
号
o
冨
昌
一
意
、
ミ
■
一
〇
、
、
冒
†
8
。
邦
訳
二
四
二
－
四
七
員
。

　
参
照
、
田
中
正
司
『
ジ
百
ン
・
ロ
ッ
ク
研
究
』
（
未
来
社
、
一
九
七

　
五
年
）
、
第
二
部
第
三
章
。

（
2
0
）
　
O
申
．
ω
叶
『
臼
自
蜆
9
o
、
．
o
ミ
’
O
勺
・
N
｛
N
1
杜
N
・

（
2
1
）
　
冨
芭
毛
ぼ
冨
o
P
S
．
ミ
ゴ
勺
、
N
む
．
邦
訳
二
七
〇
頁
。

（
2
2
）
　
タ
リ
ー
は
、
マ
ク
フ
ァ
ー
ス
ン
の
か
か
る
ロ
ッ
ク
解
釈
を
正
面

　
か
ら
否
定
し
て
い
る
。
Ω
・
H
巨
き
o
、
．
ミ
ゴ
o
毛
■
o
募
■
少
9
N
一

（
2
3
）
　
』
L
宣
三
9
』
『
ぎ
o
ミ
呉
㌧
§
ミ
o
♪
（
＝
胃
き
巨
9
勺
・
一

　
6
〉
）
一
、
ー
ご
．

（
2
4
）
§
一
S
．
ミ
ニ
や
H
9
・

（
％
）
　
O
h
一
“
軋
1
1
o
、
一
§
㌻
勺
．
与
1

（
2
6
）
　
な
お
ゴ
テ
ィ
エ
は
、
才
能
に
由
来
す
る
社
会
的
レ
ン
ト
は
、
ミ
ニ

　
マ
ッ
ク
ス
相
対
的
譲
歩
原
理
に
従
い
社
会
の
成
員
間
に
平
等
に
分
配

　
さ
れ
る
ぺ
き
と
し
な
が
ら
も
、
「
実
際
に
は
、
要
素
レ
ン
ト
の
分
配

　
は
宮
の
不
平
等
に
は
殆
ど
影
響
し
な
い
で
あ
ろ
う
」
（
呂
戸
ミ
干
）

　
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
彼
が
供
給
コ
ス
ト
を
非
常
に
包
括
的
に

　
捉
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
O
O
曽
？
宙
冒
巨
竃
彗
一
、
．
↓
5
0
彗
け
巨
9

　
向
昌
訂
｛
昏
O
、
、
二
目
声
一
勺
彗
一
9
雷
一
・
（
＆
蜆
・
）
一
H
ぎ
峯
§
吻
0
9
ミ

　
o
§
ミ
§
、
1
、
竃
ミ
防
§
Ω
s
ミ
ぎ
き
（
射
富
一
一
里
閏
艮
ミ
o
戸
一
湯
o
。
）
・

（
η
）
　
参
照
、
小
林
公
「
私
的
利
益
と
規
範
の
生
成
」
『
法
哲
学
年
報

　
一
九
八
七
』
（
有
斐
閣
、
一
九
八
八
年
）
。
但
し
小
林
教
授
は
、
ゴ
テ

　
ィ
エ
の
権
利
諭
や
ミ
ニ
マ
ヅ
ク
ス
相
対
的
譲
歩
原
理
に
も
高
い
評
価

　
を
与
え
て
お
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橘
大
挙
犬
単
院
博
士
課
程
）
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